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法務大
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Ｉ

下記のとおり人事異動を実施したいので，閣議の上，発令方願います。

なお，本件は，検事総長小津博司の退官に伴い， その後任に東京高等検察庁

検事長大野恒太郎を，その後任に次長検事渡辺恵一を，その後任に東京地方検

察庁検事正伊丹俊彦を， また，大阪高等検察庁検事長池上政幸の退官に伴い，

その後任に高松高等検察庁検事長尾崎道明を，その後任に法務総合研究所長酒

井邦彦を，広島高等検察庁検事長勝丸充啓の退官に伴い，その後任に大阪地方

検察庁検事正田内正宏をそれぞれ充てようとするものであります。

記

東京高等検察庁検事長 検 事 長 大野恒太郎

検事総長に任命する

次長検事 渡辺恵一

法務総合研究所長 検 事 酒井邦彦

大阪地方検察庁検事正 検 事 田内正宏

検事長に任命する

東京地方検察庁検事正 検 事 伊丹俊彦

次長検事に任命する

検事総長 小津博司

大阪高等検察庁検事長 検 事 長 池上政幸

広島高等検察庁検事長 検 事 長 勝丸充啓

願に依り本官を免ずる

(平成26年7月18日付け）
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七 八
一

一

○
一
月

一
一

○

一
一

-一

一
ハ

一
一

一

｛
ハ

日

次
長
検
事
に
任
命
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
津
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

事

項

内
閣

〃 〃 〃

法
務
省

庁

名



免
咋
垂
一
ノ
紘
矛

。

一

亜
務
一
現
住
所

本
籍

■’｢丁 子 法 務 省
旺 盈毒団 q＝里､容 易

平
成
二

出
生
地

年

亘|互″

五
五 ″

五
四

一
ハ
ニ

一
ハ
ー
五
八〃

四'三'5 月
八’七’三’三七 四〃

【 二
五
一
長
野
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

二
五
一
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

》

法
務
大
臣
官
房
秘
書
課
付
に
充
て
る

長
野
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

一

七 日
一
事

九一
一
司
法
修
習
生
を
命
ず
る

八
一
司
悩
修
習
生
の
修
習
終
了

九
一
検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

ユ
ハ

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

法
務
大
臣
官
房
秘
書
課
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

外
務
省
に
出
向
さ
せ
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

外
務
事
務
官
（
在
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
日
本
国
大
使
館
）
に
転
任
さ
せ
る

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

1

Ｕ

Ｊ

・

’

１

１

時

『

Ｉ

ｊ

も

■

ｒ

ｉ

Ｌ

Ｄ

■

０

画

Ｅ

丁

■

ｉ

Ⅲ

出
生
年
月
日
一
昭
和
二
九
年
三
月
四
日

室
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

氏旧
氏
名

1

項

名

さ
か酒

井い

庁
司
法
試
験
管
理
委
員
会
一

法 最
高
裁
判
所

1

1

I

邦だ務 〃〃〃 〃〃 〃

ひ

こ
彦

~園省
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● 今

●
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2 丁’
－

一

四

－
－ ー一－－

一

二三 〃

一一一二二

○ 八 ’
－

〃

平
成
五

－

年

四 四 七
《
ハ 塵■ 四 〃 八

月

今▲ 1一 ー今

二.高畠
一

一
。

○
－ 一 一 一一

〃

一

｛
ハ

日

1

法
務
総
合
研
究
所
教
官
・
法
務
総
合
研
究
所
国
際
連
合
研
修
協
力
部
長
に
充
て
る

法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
省
人
権
擁
護
局
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く
．

法
務
省
刑
事
局
総
務
課
企
画
調
査
室
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

●
●

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
大
臣
官
房
参
事
官
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
省
人
権
擁
護
局
付
に
充
て
る

か
ね
て
法
務
省
刑
事
局
総
務
課
企
画
調
査
室
長
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
参
事
官
に
充
て
る○
グ

法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

法
務
大
臣
官
房
秘
書
課
付
に
充
て
る

法
務
省
刑
事
局
付
に
充
て
る

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
転
任
さ
せ
る

法
務
省
に
出
向
さ
せ
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

事
項

〃

等

〃 〃 〃 〃

法
務
省

－－－、 ▲一二.－ 二一

〃

外
務
省

庁

｜
名’
－－」

法 務 省
’

I
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法 務 省
－

二一

二一 一七

四

－－些 一

一
一

ー一

－

〃

全

一

一

一

二二
一

－

旦二

○

－

一

九 〃

句
ｑ
Ｄ
Ｉ

平
成
一
七

－

年

《
ハ

- 凸

○ 〃
｛
ハ 四 七

｛
ハ 七 七

月

一

一
一
ハ

一
一
一
一 〃

一

七
一・ の ー一一一

一

一

五

一

一 一二

五
一

日

法
務
総
合
研
究
所
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

名
古
屋
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

最
高
検
察
庁
総
務
部
長
を
免
ず
る

最
高
検
察
庁
裁
判
員
公
判
部
長
を
命
ず
る

心
得
を
免
ず
る

最
高
検
察
庁
総
務
部
長
（
心
得
）
を
命
ず
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

奈
良
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

ア
ジ
ア
極
東
犯
罪
防
止
研
修
所
長
を
免
ず
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

こ
と
を
解
く

法
務
総
合
研
究
所
教
官
・
法
務
総
合
研
究
所
国
際
連
合
研
修
協
力
部
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
公
判
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

ア
ジ
ア
極
東
犯
罪
防
止
研
修
所
長
を
命
ず
る

事
項
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〃
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法
務
省

最
高
検
察
庁
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四
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圖

■
圓
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目
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■
圓
自
目

■
■
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■
四
日
目

■
■
■

■
自
自
自

換
す

■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

■
目
困
目

換

■
■
■

■
■
■
■

■
■
■

團
團
■
■

京
都
大
学
法
学
部
卒
業

｜
｜
＃
高
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会
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出
生
年
月
日
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年
■
一』』 〃 ｜ ノノ ’九 七

一
四

五｜ 〃 四
一
五
一
六

ﾉノ 〃 〃 〃

画
固
函
■
■
亙
画
■
一
事
項

一
法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

七四 四
一
一
一
法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
に
併
任
す
る

四ﾉノ 〃 〃〃 ﾉノ 〃

に
四
一
法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の

一
一
横
浜
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

〃 〃 〃 〃
FP
Jノ 〃

一

一
一
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

I

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
転
任
さ
せ
る

総
理
府
事
務
官
（
大
臣
官
房
参
事
官
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
の
併
任
を
解
除
す
る

内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
内
閣
内
政
審
議
室
）
の
併
任
を
解
除
す
る

内
閣
審
議
官
（
内
閣
官
房
内
閣
内
政
審
議
室
）
に
併
任
す
る

総
理
府
事
務
官
（
大
臣
官
房
参
事
官
）
に
併
任
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
に
併
任
す
る

法
務
事
務
官
（
法
務
省
刑
事
局
付
）
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
に
出
向
さ
せ
る

外
務
事
務
官
（
在
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
国
際
機
関
日
本
政
府
代
表
部
）
に
転
任
さ
せ
る

一
等
書
記
官
を
命
ず
る

I

『

総
理
府

内 内

法
務
省

法｜総

法
務
省

外

務｜理 務 務 IE〃 〃 ﾉノ ﾉノ

省||名|宏省｜府閣 閣 省
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法 務 省 ’

一
八

－ － －

一

七

－

~一－－〒

一
一
ハ

－ － －

一

五

－

一

四

一 一一

~弓

平
成
一
二

年

七 七 九 四 四 四 四
月

｛
ハ

d■一

二

○

一

○ -－－ 一 一
日

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

ア
ジ
ア
極
東
犯
罪
防
止
研
修
所
長
を
命
ず
る

法
務
総
合
研
究
所
教
官
・
法
務
総
合
研
究
所
国
際
連
合
研
修
協
力
部
長
に
充
て
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
総
務
部
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
総
合
研
究
所
教
官
・
法
務
総
合
研
究
所
国
際
協
力
部
長
に
充
て
る

大
阪
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

白
１

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
の
併
任
を
解
除
す
る

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

大
阪
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

東
京
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

事

項
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法
務
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名庁

4丁

皇

四

一
一
一
一

一
一
一

－

一息

○

－

年

七

一
一
一 七 七

一
ハ
|月

’
塁

○

一畠

七

一

四 一 ■室 日

大
阪
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

法
務
省
入
国
管
理
局
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

最
高
検
察
庁
公
安
部
長
を
命
ず
る

法
務
総
合
研
究
所
名
古
屋
支
所
長
の
併
任
を
解
除
す
る

法
務
省
入
国
管
理
局
長
に
充
て
る

最
高
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
総
合
研
究
所
名
古
屋
支
所
長
に
併
任
す
る

名
古
屋
高
等
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

名
古
屋
高
等
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

徳
島
地
方
検
察
庁
検
事
正
に
配
置
換
す
る

事

項

〃 〃 〃 〃 〃 〃

法
務
省
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年一
ハ
ー
ニ

一
ハ
ー

五
九

五
五
五

三

諏

二

五
一一●

五
六七 五

一
一
一 ﾉノ

一

月
○

一
一
一

一
一
一

国
や

《
ユ
↓

一
一
一 三 四 三四 四 三 四〃

二
八
一

八

二

五

一
一
一
ハ

二

五
日

八八 -ｲｰｰ
L』

早
稲
田
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

司
法
修
習
生
を
命
ず
る

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

検
事
二
級
（
東
京
地
方
検
察
庁
検
事
）
に
任
命
す
る

富
山
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

釧
路
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

前
橋
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
に
併
任
す
る

法
務
総
合
研
究
所
教
官
に
充
て
る

法
務
教
官
（
法
務
総
合
研
究
所
教
官
）
の
併
任
を
解
除
す
る

『

事

ウ

氏出
生
年
月
日

|日

項

氏
名 名

伊い昭
和
二
八
年
九
月

た
み
と
し

丹
俊

司
法
試
験
管
理
委
員
会

最法
庁

高

務 裁
判
所

〃 〃 〃 〃 〃 l 〃 ″ 〃

二

日
ひ

こ
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名
省
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一

ユ
ハ

一

五
守

〃 〃

▲

四 〃
●

－ －

一
一
一
一

－ －

一
一
八

年

四 七 八 七 二 四
一

●
●
四 四

月

0 ．

一一令

一
一

八
一

一
心
６

三

○
一 五

一
一
一
一
凸

臼

か
ね
て
仙
台
地
方
検
察
庁
石
巻
支
部
勤
務
を
命
ず
る

仙
台
地
方
検
察
庁
次
席
検
事
を
命
ず
る

仙
台
地
方
検
察
庁
検
事
に
配
置
換
す
る

法
務
省
入
国
管
理
局
総
務
課
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

東
京
地
方
検
察
庁
検
事
に
併
任
す
る

法
務
省
入
国
管
理
局
登
録
課
長
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

か
ね
て
法
務
省
入
国
管
理
局
登
録
課
長
に
充
て
る

東
京
地
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略 歴

小津博司 （おづひろし）

男

昭和24年7月21日生

昭和47年3月東京大学法学部卒

昭和47年4月司法修習生

出身地三重県

東京地検検事

法務省刑事局付

富山地検検事

東京地検検事

法務省刑事局付

在ドイツ日本国大使館一等書記官

法務大臣官房人事課付

法務大臣官房司法法制調査部参事官

東京地検検事

法務大臣官房参事官

法務省刑事局刑事課長

法務省刑事局総務課長

法務省大臣官房人事課長

佐賀地検検事正

最高検検事

法務省大臣官房付

内閣官房内閣審議官（内閣司法制度

法務省大臣官房長

法務省刑事局長

法務事務次官

札幌高検検事長

次長検事

東京高検検事長

検事総長

(内閣司法制度

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

４
３
７
８
８
７
８
９
７
４
４
１
６
６
８
５
１
６
６
７
７
２
８
７

昭和49年

昭和50年

昭和52年

昭和54年

昭和56年

昭和58年

昭和61年

平成1年

平成3年

平成4年

平成6年

平成8年

平成10年

平成13年

平成14年

平成15年

平成16年

平成16年

平成18年

平成19年

平成21年

平成22年

平成23年

平成24年

2年

改革推進本部事務局）

1



略 歴

池上政幸 （いけがみまさゆき）

男

昭和26年8月29日生

昭和50年3月東北大学法学部卒

昭和50年4月司法修習生

出身地宮城県

東京地検検事

水戸地検検事

東京地検検事

仙台地検検事

法務省刑事局付

釧路地検北見支部長

東京地検検事

法務大臣官房参事官

東京地検検事

東京高検検事

法務省刑事局刑事課長

法務省刑事局総務課長

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

４
３
３
８
３
７
４
４
９
４
６
６
６
１
２
６
０
１
６
８
７
１

１
１

年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年
年

２
３
６
８
１
２
４
６
９
０
０
２
３
７
７
８
０
１
２
３
４
６

５
５
５
５
６
１
１
１
１
１
１
１
２
２
２
２
２
２

脚
卿
帥
剛
帥
輔
輔
賊
輔
輔
賊
輔
輔
輔
輔
賊
輔
輔
輔
輔
輔
輔

法務省大臣官房人事課長

松山地検検事正

法務省大臣官房審議官（

法務省大臣官房長

最高検検事

最高検公判部長

最高検刑事部長

次長検事

名古屋高検検事長

大阪高検検事長

(総合政策統括担当）



略 歴

勝丸充啓 （かつまるみつひろ）

男

昭和26年10月10日生

昭和51年3月東京大学法学部卒

昭和51年4月司法修習生

出身地兵庫県

東京地検検事

宇都宮地検検事

東京地検検事

法務大臣官房秘書課付

法務省刑事局付

在ドイツ日本国大使館一等書記官

法務省刑事局付

東京地検検事

法務大臣官房秘書課付

法務省刑事局参事官

法務大臣官房参事官

東京高検検事

法務省刑事局刑事課長

法務省刑事局総務課長

法務省大臣官房会計課長

法務省大臣官房付

法務省大臣官房審議官（総合政策

福井地検検事正

水戸地検検事正

さいたま地検検事正

最高検公安部長

高松高検検事長

広島高検検事長

(総合政策

昭和53年4月

昭和54年3月

昭和57年3月

昭和60年2月

昭和61年7月

平成1年7月

平成4年8月

平成5年4月

平成6年4月

平成8年4月

平成9年9月

平成12年4月

平成12年6月

平成13年6月

平成15年1月

平成17年1月

平成17年4月

平成17年12月

平成19年6月

平成20年10月

平成22年1月

平成22年12月

平成24年6月

統括担当）
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内閣総理大臣安倍晋 殿
一
一
一

検事総長

官 願退



殿内閣総理大臣安倍晋
一
一
一

I

検察庁大阪高等

検事長

凡

Ｉ

官 願退



殿内閣終理大臣安倍晋
一
一
一

広島高等検察庁

検事長

1－

官 願退



最高裁人任一第1976号

平成26年7月2日

内閣総理大臣安倍晋 殿三

最高裁判所長官寺田逸目

高等裁判所長官に任命されるべき者を次のとおり指名するd

なお，本件は裁判官会議の議を経たものである。

おお たに なお と

最高裁判所事務総長 大谷直人

平成26年7月18日）(発令希望日

一
、
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平
成
十
年
度
司
法
試
験
（

第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
を
免
ず

●
■

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

D

O

G

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
三
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
一
課
長
を
命
ず
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

､

●

任
期
は
平
成
十
年
十
二
月
三
十
’
一

日
ま
で
と
す
る

す
る

●
■

平
成
十
年
度
司
法
試
験
（
第
二
次
試
験
）
考
査
委
員
に
任
命

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

■
。

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

Ｇ
Ｄ
Ｃ ■

●

事
項

●
句

〃

法
務
省

●

0

最
高
裁
判
所 ■

０
◆
■
■

法
務
省

最
濤
裁
判
所

庁

名

裁． 判所

大
谷
直
人
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5丁

〃 〃

｡ 、

〃

一

七

〃 〃

一

四

平
成
一
三

年
号

6

，
日

一
一
一

ﾉノ

一 九
生

四
月

一

九

〃
一

一J

八

－

八 一
一

日

秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
事
務
取
扱

広
報
課
長
植
村
稔
海
外
出
張
不
在
中
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

国
立
国
会
図
書
館
支
部
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
命
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

今
金

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
を
免
ず
る

“
●

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
を
命
ず
る

■

●

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
を
命
ず
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
の
指
名
を
解
く

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

●
■

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

●
口
●

東
京
高
等
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事

項

。
。
＄

国
立
国
会
図
書
館

〃 〃

″
．

〃 最
高
裁
判
所

庁

名

裁 判 所

大
谷
直
人



●
。

●
■
■

●
■

一

6丁

Q ■

〃

少
●

■
■

〃 〃

八

〃 平
成
一
七

年

号

〃

四
一
一
一 八

一
一
も
一

月

一
一

三

』

1■■

－ －，

七

一

五
一

一

_二
一
一
一

日

ず
る

凸
ｏ■

。
①
今
●

●
●

夕
●
旬
凸
日

課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
事
務
取
扱
を
免

●
●
垂

・
広
報
課
長
植
村
稔
帰
国
に
つ
き
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書

〃
Ｐ

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

を
命
ず
る

●
●

■

秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
事
務
取
扱

広
報
課
長
植
村
稔
海
外
出
張
不
在
中
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

し

ゆ

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

の
り

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
を
免
ず
る

■
。

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
任
命
す
る

０
口

B

G

ず
る
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
長
の
事
務
取
扱
を
免

６
，
ひ

Ｃ
Ｄ

広
報
課
長
植
村
稔
帰
国
に
つ
き
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
秘
書
課
長
兼
最
高
裁
判
所
事
務
総
局

①
●

を
命
ず
る 事

項

》

〃 最
高
裁
判
所

〃

法
務
省

D ●

〃 最
高
裁
判
所

庁

名

裁 判 所

大
谷
直
人
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年平
成
一
八

″ 〃 〃 〃 ﾉノ 〃〃

一
一
一
一
一 九

画
一
匂
》

I

〃″ ﾉノ 〃

月
四 九

一一や

二
八

一
一
一
一-イー・ー

〃 〃 一
一
ヱ

買
胃

八 七

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
長
を
免
ず
る

静
岡
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

静
岡
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
図
書
館
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
長
を
命
ず
る

国
立
国
会
図
書
館
支
部
最
高
裁
判
所
図
書
館
長
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
を
免
ず
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

判
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
臨
時
委
員
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
長
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
人
事
局
長
を
命
ず
る

1

事

p

項

最
高
裁
判
所

内 法

務

閣 省

最
高
裁
判
所

国
立
国
会
図
書
館

法
務
省戸

ﾉノ

庁 －

大
谷
直
人
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◆ ■

可 ■

〃 平
成
二
四

年

号

四 言
月
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九

一
一

七
日

凸
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●

色
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●
も

●
。
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の
●
■
■

●

色
●

q

■
●

■
守

■
●

■●

● ｡

検
察
官
特
別
任
用
分
科
会
に
所
属
さ
せ
る

０
。

g

o

検
察
官
・
公
証
人
特
別
任
用
等
審
査
会
委
員
に
任
命
す
る

e

gd■

最
高
裁
判
所
事
務
総
長
に
任
命
す
る

｡

●

事

争 ●

項
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法
務
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最
高
裁
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所

庁
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大
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直

人


